
寒 川 町 事務 分 掌等 に関 す る 規則 新 旧対 照表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

（ 課 等 の事 務 分掌 ）  （ 課 等 の事 務 分掌 ）  

第 3条  前 条 に 規 定 す る 課 等 の 事 務 分 掌

は 、 次 のと お りと する 。  

第 3条  前 条 に 規 定 す る 課 等 の 事 務 分 掌

は 、 次 のと お りと する 。  

企 画 部  企 画 部  

企 画 政 策課  企 画 政 策課  

企 画 マ ーケ テ ィン グ担 当  企 画 マ ーケ テ ィン グ担 当  

(1)～ (6) (略 ) (1)～ (6) (略 ) 

(7)  全 庁 会 議 及 び 関 係 課 調 整 会

議         に 関 す る

こ と 。  

    (7) 経営 戦略 会 議 、経 営 戦略 調

整 会 議 及び 部 長会 議に 関 す る

こ と 。  

(8)～ (14) (略 ) (8)～ (14) (略 ) 

～ 略 ～  ～ 略 ～  

 附  則  

こ の 規 則は 、 公布 の日 か ら 施行 す る。  

 


